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はじめに  

地方公共団体が行う教育行政には、公立学校の設置・管理、公民館・

図書館等社会教育施設の設置・管理、各種教育事業の実施、各種教育

団体の支援、家庭教育の支援、就学援助事業の実施など、きわめて幅

広いものがあります。広義では、学術・文化の振興、文化財の保存活

用、スポーツの振興なども含まれます。  
 こうした教育行政は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地

方教育行政法）において、首長と教育委員会の基本的な役割分担が定

められており、本町でも、これまで第６次総合計画において「人が輝

き文化が香る教育文化のまち」を基本目標に、町長部局と教育委員会

それぞれがその役割を果たし、人づくりを基本とした生涯学習や学校

教育の充実に力を注いできたところです。  
 このたび、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

より、首長が「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱「教育大綱」を示すことになりましたので、この「上三川町教育大

綱」を人づくりの根幹となる理念や目標となるものと捉え位置づける

ことにしました。多様で変化の激しい社会の中でも、自らの力で、自

分の未来を力強く切り拓いていける人間を育てるため、町長部局と教

育委員会が相互の連携を図っていくことが大切であると考えておりま

す。  
 今後は、「上三川町教育大綱」を基に、社会環境の変化や町民の皆様

のニーズに適切に対応しながら、生きる力を備えた心豊かで逞しい人

間が育まれるよう、町長部局と教育委員会が一体となり、本町のさら

なる教育の充実に向け全力で取組むとともに、家庭や学校、地域コミ

ュニティ、行政が一体となった社会総ぐるみの人づくりを推進し、次

代に輝く安心・活力のまち上三川を目指してまいります。  
 

 

 

上三川町長 星 野 光 利  
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教育大綱を実現するための施策等  

 本町の教育大綱を実現するための具体的な施策については、「上三川

町総合計画」を上位計画とした「学校教育の方針」、「生涯学習事業計

画」、「男女共同参画計画」、「人権教育・啓発推進基本計画」のほか、

それぞれの分野ごとの下位計画と相互に連携を図りながら、本町の目

指す人づくりを進めます。  
 

 

上三川町教育行政の計画体系図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 7 次総合計画前期基本計画  

上三川町の将来像  
（共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川）

上三川町の教育大綱  

（本町の人づくり像）  

上三川町学校教

育の方針 

 

学 校 教 育 推 進 の

方 向 や 指 導 の 重

点 と 施 策 等 を 明

確化し、学校教育

の充実を図る。  

 

 

生涯学習事業

計画 

 

生涯学習の基本

方針・重要施策を

定め、町民の個性

と能力を伸ばす

学習機会を提供

し、地域づくりに

生かす。  

分野ごとの個別計画等  

上三川町男女

共同参画計画 

 

男女共同参画社

会の実現に向け

総合的かつ計画

的に施策を推進

する。  

 

 

上三川町人権

教育・啓発推進

基本計画 

 

すべての人がと

もに生きる人権

尊重社会の実現

をめざす。  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上三川町教育委員会  

教育総務課 TEL：０２８５（５６）９１５４  
      ﾒｰﾙ：kyouiku01＠ town.kaminokawa.tochigi.jp 

生涯学習課 TEL：０２８５（５６）９１５８  
            ﾒｰﾙ：gakusyu01＠ town.kaminokawa.tochigi.jp 



 
 
 

 


